
 

 

桐生市子ども・子育て支援事業計画の変更について 

 

１ 保育所・認定こども園（2 号認定：3～5 歳児）（事業計画：49 ページ） 

（１）計画変更の理由 

    平成 29 年度に、私立保育所・幼稚園が認定こども園へ移行する予定で 

あるため、2 号（3～5 歳児）の量の見込み及び確保方策（利用定員）につ 

きまして、計画変更するものです。 

    ＜実績値＞：平成 27 年度利用人数：1,686 人  

          平成 28 年度利用人数：1,666 人（見込み） 

 

（２）計画変更点について 

  ①「量の見込みと確保方策」の変更 

（現行の計画（変更前）） 

区分 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

①
量
の
見
込
み 

2 号認定 1,523 1,454 1,431 1,374 1,361 

②
確
保
方
策 

特定教育・保育

施設（保育所・

認定こども園） 

1,598 1,540 1,520 1,470 1,460 

（参考）認可外保育施設 57 57 57 57 57 

②－①（過不足） 75 86 89 96 99 

 

 

（計画変更（案）） 

区分 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

①
量
の
見
込
み 

2 号認定 1,523 1,454 
1,431 

1,522 

1,374 

1,479 

1,361 

1,438 

②
確
保
方
策 

特定教育・保育

施設（保育所・

認定こども園） 

1,598 1,540 
1,520 

1,598 

1,470 

1,590 

1,460 

1,582 

（参考）認可外保育施設 57 57 57 57 57 
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②－①（過不足） 75 86 
89 

76 

96 

111 

99 

144 

 

  ②「確保方策について」の変更 

 （現行の計画（変更前）） 

【確保方策について】 

◆平成２７年度以降、量の見込みは減少傾向で推移していますが、量の見込

みに対して各年度において適正な利用定員を確保し、子育て世帯を支える

環境を整備します。 

 

 

 

（計画変更（案）） 

【確保方策について】 

◆平成 29 年度以降、私立保育所・幼稚園が認定こども園に移行希望してい

ること等により、2 号認定の定員が全体で増加します。確保量について

は、地域のニーズとの調整を図りながら、引き続き、適正な利用定員を確

保し、子育て世帯を支える環境を整備します。 

 

 

以 上 


